
電子入札システム導入（物品・
業務）に伴う事業者説明会

開催日：令和７年１１月１２日（水）

時 間：１０時～１１時
主催：宇土市
運営：(株)九州日立システムズ



次第
１．電子入札について・導入の目的
2.導入準備（機器等）

▼説明者：財政課

３．電子入札システムについて
▼説明者：(株)九州日立システムズ

４．今後の事務手続き等について
▼説明者：財政課

５．質疑応答



１．電子入札について・導入の目的①
（１）電子入札とは

入札会場へ出向くことなく、会社の事務所にいながら、インターネットを利
用して入札に参加することができる仕組み

（2）電子化される業務

指名通知・閲覧資料の受領、入札書の提出、開札及び落札結果の通知等、
入札に関する一連の業務が電子化される

現在利用している電子契約システムと併せて利用していくことで、
大きな業務効率化が期待できる



１．電子入札について・導入の目的②
※電子入札システム利用のイメージ（指名競争入札の場合）

市役所
電子入札システム

事業者

①指名通知
②閲覧資料公開

・
・
・

⑥開札
⑦落札結果通知

・
・

③指名通知の受領
④閲覧資料確認
⑤入札・辞退

・
・

⑧落札結果通知受領
⑨開札結果閲覧



１．電子入札について・導入の目的③
▼導入の目的とメリット

①業務の効率化

②コスト削減

③入札手続きの透明性・公正性の向上

→入札会場への移動時間とコストの縮減

→入札参加に伴う拘束時間（会場での待ち時間等）の縮減

→交通事情や天候等の影響がない

→駐車場の心配がいらない

→入札書又は委任状の不備による無効入札の防止



１．電子入札について・導入の目的④
▼導入スケジュール

（1）試行運用（令和8年1月 ～ 令和8年3月）

・紙入札との併用期間とし、紙入札であっても基本的に受付を行う

・電子入札の準備が整っている事業者は電子入札で応札可能

（2）本格運用（令和8年4月 ～ ）

・原則、電子入札で応札すること

・「インターネット環境の接続エラー」や「カードの取得等に時間を要

している」等のやむを得ない事情がある場合は紙入札を認るが、

入札の都度、紙入札申請届出が必要となる



１．電子入札について・導入の目的⑤
▼導入スケジュール

～ R7.12

導入準備 試行運用
（紙入札併用期間）

R8.1 ～ R8.3

本格運用

R8.4 ～

・ICカード等購入
・利用者登録

※準備が整っている事業者
は電子入札可能

※原則電子入札



２．導入準備（機器等）①
▼準備していただくもの

①パソコン

②インターネットが利用できる環境

③ICカード

④ICカードリーダ



２．導入準備（機器等） ②
▼①パソコン等の推奨環境

（１）ハードウェア

・パソコン本体：Windows パソコン

・CPU：Core Duo 1.6GHz 同等以上推奨

・メモリ：32bit版 1GB 以上推奨

                    64bit版 2GB 以上推奨

・HDD：1ドライブに空き容量が1GB以上

・ICカードリーダ：ICカード購入先認証局指定カードリーダ

・インターフェイス：ICカードリーダが接続可能USBポート1つ



２．導入準備（機器等） ③
（２）ソフトウェア

・OS：Windows11Home/Pro（64bit版）

・ブラウザ：Microsoft Edge（バージョン89以上）

Google Chrome（バージョン89以上）

※ Microsoft EdgeのIEモードは対応不可

・電子入札システム関連ソフト（ICカードリーダ用ソフト含む）

→電子入札コアシステム対応認証局（ICカード及びリーダ購入先）

から提供される



２．導入準備（機器等） ④
▼②インターネット環境

社内LANを使用する場合、以下の通信プロトコル通過の許可が必要

・HTTP：Hypertext Transfer Protocol

・HTTPS：Hypertext Transfer Protocol Security

・SMTP：Simple Mail Transfer Protocol

・LDAP：Lightweight Directory Access Protocol



２．導入準備（機器等） ⑤
▼③ICカード・④ICカードリーダ

（1）電子入札用のICカード・リーダを購入できる認証局



２．導入準備（機器等） ⑥
（2）ICカード購入にあたっての留意点

・宇土市への入札契約権限を有する方名義のＩＣカードが必要

※例えば、入札契約権限を○○営業所長に委任している場合、○○営業所長

                名義のICカードが必要となる

※すでに熊本県等の電子入札を利用している場合でも、熊本県等の入札と入

札契約権限者が異なる場合は、権限者名義のICカードを別途購入する必要

                がある（逆を言えば、名義が一緒であれば、購入する必要なし。）

・ICカードは、複数枚登録することができるが、複数名義のカード

を登録することはできない



２．導入準備（機器等） ⑦
（3）ICカードの取扱い上の留意点

・ICカードは、入札参加資格者本人であることを証明するものな

ので会社の実印と同じように大切に管理する

・ICカードを使用する際に必要な暗証番号（PIN番号）の入力を

          連続して間違えると、ICカードが閉塞する（利用できなくなる）

          場合がある

・ＩＣカードが閉塞、破損又は紛失した場合は、直ちにＩＣカードを

          購入した認証局へ連絡する



３．電子入札システムについて
〇電子入札システム名

▼くまもと県市町村電子入札システム

〇システム提供事業者

▼(株)九州日立システムズ

※システム概要について事業者より説明



４．今後の事務手続き等について①
▼手続き等は主に２つ

①許可URLリストの登録

②電子入札システムへの利用者登録



４．今後の事務手続き等について②
▼①許可URLリストの登録

ICカードを購入した認証局の手順に従って設定してください。（各認証

局ホームページ参照）

※くまもと県市町村電子入札システムのURL

 https://ebid.kumamoto-idc.pref.kumamoto.jp

（設定に必要なURLであり、インターネットのアドレスではないので注意）



４．今後の事務手続き等について③
▼②電子入札システムへの利用者登録

（１）『宇土市電子入札システム利用届（様式第１号）』を提出

・様式は市HPに掲載

・提出先は宇土市財政課

・郵送もしくは持参にて提出し、必ず返信用封筒を同封

（２）利用者登録用パスワード通知の受領

・利用届を受理後、こちらの準備が整い次第、財政課から利用者登録

用のパスワード通知送付



４．今後の事務手続き等について④
▼②電子入札システムへの利用者登録

（３）電子入札システムへの利用者登録（宇土市）

・利用者登録用パスワードにより利用者登録の入力が可能となる

・電子入札システムの利用者登録メニュー（宇土市）を起動し、必要

事項を入力し登録

・利用者登録にはICカードが必要

※入力方法等については九州日立システムズ説明資料参照



４．今後の事務手続き等について⑤
▼②電子入札システムへの利用者登録

（４）『宇土市電子入札システムⅠＣカード登録状況報告書（様式2号）』

を提出

・様式は市HPに掲載予定

・利用者登録が完了したら、必ず利用者情報を印刷して、報告書に

添付のうえ、財政課に提出

・報告書の提出をもって、電子入札システムへの利用者登録が完了

となるので、提出漏れがないように注意



４．今後の事務手続き等について⑥
▼電子入札への移行について

・事業者登録状況報告書の提出等が済み次第、令和8年1月から順次電

子入札で対応できる案件については電子入札での実施予定

・令和8年4月より、すべての案件で電子入札に移行する予定であるため、

それまでに、利用者登録を行うこと。ただし、令和8年３月末までに電子

入札に移行できない方のため、場合により紙入札を認めることもある

・一部で紙入札が残っているとかえって非効率となるため、早期の電

子入札対応を要請



４．今後の事務手続き等について⑦
▼紙入札による参加について

・原則として、令和8年4月以降の入札については、電子入札が基本

・令和8年3月までに利用者登録が済んでいない場合は、『宇土市電子入

札システム紙入札参加承認願（様式第3号）』を提出すること

・利用者登録完了後に、ICカードの更新やシステムのトラブル等により一

時的に電子入札が利用できない場合は、『宇土市電子入札システム紙

入札移行承認願（様式第4号）』を提出することで、紙入札参加可能

※様式は市HPに掲載



４．今後の事務手続き等について⑧
▼くまもと県・市町村電子入札システムホームページ



４．今後の事務手続き等について⑨
▼くまもと県・市町村電子入札システムコールセンター

電話：096-373-2032

※受付：AM8：30 ～ PM5：15（土・日・祝日、年末年始除く）

FAX：096-370-5455

メール：nyusatsu-toiawase@kumamoto-

idc.pref.kumamoto.jp

※年中無休（定期点検を除く）だが、回答は電話の受付時間帯



５．質疑応答
※今回の説明で不明な点などがあればお願いします。

※質疑応答の内容については、後日、ホームページで公

開予定です。


	スライド 1: 電子入札システム導入（物品・業務）に伴う事業者説明会
	スライド 2: 次第
	スライド 3: １．電子入札について・導入の目的①
	スライド 4: １．電子入札について・導入の目的②
	スライド 5: １．電子入札について・導入の目的③
	スライド 6: １．電子入札について・導入の目的④
	スライド 7: １．電子入札について・導入の目的⑤
	スライド 8: ２．導入準備（機器等）①
	スライド 9: ２．導入準備（機器等） ②
	スライド 10: ２．導入準備（機器等） ③
	スライド 11: ２．導入準備（機器等） ④
	スライド 12: ２．導入準備（機器等） ⑤
	スライド 13: ２．導入準備（機器等） ⑥
	スライド 14: ２．導入準備（機器等） ⑦
	スライド 15: ３．電子入札システムについて
	スライド 16: ４．今後の事務手続き等について①
	スライド 17: ４．今後の事務手続き等について②
	スライド 18: ４．今後の事務手続き等について③
	スライド 19: ４．今後の事務手続き等について④
	スライド 20: ４．今後の事務手続き等について⑤
	スライド 21: ４．今後の事務手続き等について⑥
	スライド 22: ４．今後の事務手続き等について⑦
	スライド 23: ４．今後の事務手続き等について⑧
	スライド 24: ４．今後の事務手続き等について⑨
	スライド 25: ５．質疑応答

